
別表１（第５条～第８条関係）

補助対象者 対象事業 対象設備 補助要件 補助率 補助対象経費

高効率空調機
器

次の①と②のいずれの要件も満たすこと。

① 導入する機器の省エネ性能が高いこと
(ⅰ) 家庭用
最新の目標年度（２０２７年度）に対する省エネ基準達成率が100％以上（省エネ性マークが緑色）
の機器であること
(ⅱ) 業務用
令和5年3月28日付け経済産業省告示第二三号「エアコンディショナーのエネルギー消費性能の
向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」の規定を満たしていること。
(ⅲ) 上記の(ⅰ)または(ⅱ)のいずれにも該当しない場合
最新の目標年度に対する省エネ基準達成率100％以上（省エネ性マークが緑色）機器と同等若し
くは同等以上の省エネ性能を有する機器であること

② 本事業の実施により省CO2効果が得られること
次のそれぞれのCO2排出量を比較し、CO2排出量の削減が認められること
(ⅰ) 更新の場合
ａ：事業実施前の空調機器によるCO2排出量（t-CO2/年）
ｂ：事業実施後の空調機器によるCO2排出量（t-CO2/年）
ｃ ：CO2排出削減量（ａーｂ） （t-CO2/年）

(ⅱ) 新規導入の場合
ａ：新規導入する空調機器と同規模で、標準的な省エネ性能を持った空調機器によるCO2排出量
（t-CO2/年）
ｂ：事業実施後の空調機器によるCO2排出量（t-CO2/年）
ｃ ：CO2排出削減量（ａーｂ） （t-CO2/年）

高機能換気設
備

平時に活用するものであり、次の要件をすべて満たすこと。

（ⅰ） 全熱交換器（JIS B 8628に規定されるもの）であること
（ⅱ） 熱交換率４０％以上（JIS B 8639で規定）であること
（ⅲ） 必要換気量（１人当たり毎時30㎥以上※）を確保すること

※建築物の構造上、一人あたり毎時30 ㎥を満たすことが難しい場合は、当該建築物に合致する
最大の換気量で設計すること。「換気の悪い密閉空間」を改善するための方法や、必要換気量につ
いては、令和2年3月30日厚生労働省「商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するた
めの換気について」を確認すること。

高効率照明機
器

次の①～③のいずれの要件も満たすこと。なお、③に該当しない場合は④を満たすこと。
①次の（ⅰ）～（ⅲ）のいずれかの調光制御機能を有するＬＥＤであること
（ⅰ） スケジュール制御（予め設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又はパ
ターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する機能）
（ⅱ） 明るさセンサによる制御（明るさセンサからの信号により、自動的に点滅又は予め設定した照
度に調光制御する）
（ⅲ） 在/不在調光制御（人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、予め設定した個
別回路を点滅又は調光制御する）

②固有エネルギー消費効率（lm/W）の基準値（光源色が昼光色・昼白色・白色：100以上、光源色
が温白色・電球色：50以上）を満たすこと。

③ 最新の目標年度（２０２０年度）に対する省エネ基準達成率が100％以上であること

④ 令和5年3月28日付け経済産業省告示第二三号「照明器具のエネルギー消費性能の向上に関
するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」の条件を満たしていること

高効率給湯機
器
※令和6年度
から実施

次の①と②のいずれの要件も満たすこと。

① 導入する機器の省エネ性能が高いこと
（ⅰ） 最新の目標年度（２０２５年度）に対する省エネ基準達成率が１００％以上（省エネ性マークが
緑色）の機器であること
（ⅱ）　（ⅰ）に該当しない場合
令和5年3月28日付け経済産業省告示第二三号「電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に
関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」または「ガス温水機器のエネルギー
消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」の規定を満たし
ていること。
（ⅲ）　（ⅰ）、（ⅱ）どちらもにも該当しない場合
最新の目標年度に対する省エネ基準達成率100％以上（省エネ性マークが緑色）機器と同等若し
くは同等以上の省エネ性能を有する機器であること。

② 本事業の実施により省CO2効果が得られること
次のそれぞれのCO2排出量を比較し、CO2排出量の削減が認められること
（ⅰ） 更新の場合
ａ：事業実施前の給湯機器によるCO2排出量（t-CO2/年）
ｂ：事業実施後の給湯機器によるCO2排出量（t-CO2/年）
ｃ ：CO2排出削減量（ａーｂ） （t-CO2/年）

（ⅱ） 新規導入の場合
ａ：新規導入する給湯機器と同規模で、標準的な省エネ性能を持った給湯機器によるCO2排出量
（t-CO2/年）
ｂ：事業実施後の給湯機器によるCO2排出量（t-CO2/年）
ｃ ：CO2排出削減量（ａーｂ） （t-CO2/年）

次のいずれかに該当する者

(1)補助対象区域内の店舗
又は事務所で事業活動を
行う者(ただし、新たに開業
する店舗（注1）については、
中心商店街区域および中
心商店街隣接区域内のも
のに限る。）

(2)(1)の事業活動の対象
となる物件の所有者

(3)補助対象区域内の商店
街組織

(注1)「新たに開業する店舗」
とは、令和7年7月1日以降
に営業を開始する店舗をい
う。

補助対象区域内
で実施する要領別
紙１の１
(2)ウ（テ）に規定
する省ＣＯ２等設
備整備
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限度額：500万円／
対象設備

設備費：
事業を行うために直
接必要な設備及び
機器の購入並びに
購入物の運搬、調
整、据付け等に要す
る経費

※消費税及び地方
消費税に相当する
額を除く


